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「家庭の日」標語コンクールの表彰式を開催しました
　県は毎月第３日曜日を「家庭の日」と定め、家庭の大切さについて考えたり、家族への理
解やふれあいを深めたりすることを推進しています。佐渡市青少年健全育成市民会議では、
市内の小・中学生を対象に「家庭の日」標語コンクールを行っています。
　令和７年度は１，１５７点の応募作品の中から最優秀賞、優秀賞が選ばれ、表彰されました。

※学年は令和７年度時点のものです。

小学生の部　最優秀賞

「いただきます！　ごはんも笑顔も　ぽっかぽか」
金井小学校５年　関口　鈴菜 さん

せきぐち　　  すずな

中学生の部　最優秀賞

「支え合い　感謝を忘れず　家族の輪」
両津中学校１年　平山　心春 さん

ひらやま　　  こはる

2/21

そのほか、優秀賞に選ばれた作品は、
市ホームページでご覧いただけます。
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佐渡を美しくする会
ポスター標語コンクール受賞作品紹介

　毎年、市内の小・中学生を対象に「美しい島　佐渡」をテーマにポスター（絵画）・
標語コンクールを実施しています。
　令和７年度はポスター部門 26 点、標語部門２４５点の応募があり、表彰式を行
いました。
　最優秀賞を受賞した４名の作品は、市役所本庁舎、各市民センター、その他の
公共施設などにポスターで掲示しています。
　子どもたちの想いとともに佐渡をより美しくするため、今後も環境美化活動に
取り組んでいきます。

※学年は応募時のものです。

真野中学校

２年  笠井  柊志  さん

真野小学校

２年  髙野  晃生  さん

佐渡中等教育学校

２年  野口  千里  さん
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新穂小学校

３年  金子  葵  さん
かねこ  あおい のぐち　 ちさと

かさい   しゅうじ たかの    こうせい

　さわた図書館・子育て交流ひろばオープ
ン記念イベントの中で、市長とのトーク
ミーティングを開催しました。第 1 部は子
どもたち、第 2 部は子育て世代の皆さまか
ら「こどもの笑顔が輝く佐渡が島（たから
じま）」の実現に向けて、いろいろな声を
聞かせていただきました。

子どもたちとのトークで描く 笑顔が輝く佐渡が島
市長とのトークミーティング開催 3/8

子どもたちからの質問に答える渡辺市長

　赤泊小学校では、創立 150 周年を記念し
て、地域特産の紅ズワイガニを給食と一緒
に食べる「カニいっぱい給食」を実施しま
した。
　子どもたちは、ひとり１杯ずつ提供され
たカニを味わい「地元でこんなにおいしい
カニがとれることに感謝して食べます」と
話していました。

地域特産の紅ズワイガニが給食と一緒に登場！
赤泊小で「カニいっぱい給食」を実施

当日の朝にとれたばかりのカニをおいしくいただきました

　両津小学校６年生（令和 8
年 3 月時点）を対象に、佐渡
の森林資源や環境保全への理
解を深める「木育授業」を実
施しました。
　SDGs や脱炭素といった視
点から佐渡の山の価値を学び、
佐渡産材のカンナ屑を利用し
て、卒業式につける「コサー
ジュづくり」に挑戦しました。

森林資源について学ぶ「木育授業」
佐渡産材を使ったコサージュづくりに挑戦

佐渡市地域林政アドバイザーの

明田川さんから、佐渡の山の
役割を学びました

3/12
もくいく

あけ た がわ

3/18

佐渡木材工業協同組合の服部さん
から、コサージュづくりを
教えていただきました

はっとり
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令和8年度

佐渡市の
新たな体制
管理職などを掲載しています。
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令和８年７月１日採用　フルタイム会計年度任用職員採用試験を行います
１　職種・採用予定人員

職種 採用予定人数 備考

フルタイム会計年度任用職員（一般事務） 若干名 高校卒業程度

２　試験日　　　　６月14日（日）

３　試験会場　　　佐渡市役所本庁舎（千種232番地）

４　申込締切　　　５月13日（水）　午後５時30分まで

５　その他 　オンライン申請（インターネットによる申込み）をご利用ください。
　インターネットを利用できない方は、５月７日（木）までに総務課人事係までお問い
　合わせください。

６　お問い合わせ　総務課人事係　☎６３－３１１１

〈市ホームページ〉

議会 議会事務局

会計課

総務部 総務課
デジタル広報課
防災課

10市民センター

企画部 総合政策課
再エネ推進室

交通政策課
空港整備対策室

財務部 財政課
契約検査室

財産管理課
税務課

市民生活部 市民課
健康医療対策課
生活環境課

社会福祉部 社会福祉課
総合福祉相談
支援センター

高齢福祉課

地域振興部 地域産業振興課
移住交流推進課

農林水産部 農業政策課
農林水産振興課

観光文化
スポーツ部

観光振興課
世界遺産課
文化スポーツ課

建設部 建設課
建築住宅課

上下水道課

病院 両津病院管理部管理課
相川診療所管理部管理課

総務部（再掲） 市民センター 両津市民センター
相川市民センター
佐和田市民センター
金井市民センター
新穂市民センター
畑野市民センター
真野市民センター
小木市民センター
羽茂市民センター
赤泊市民センター

消防本部 消防本部総務課
消防本部警防課

通信指令室
消防本部予防課
中央消防署
両津消防署

海府分遣所
相川消防署

高千出張所
南佐渡消防署

前浜分遣所

教育委員会 学校教育課
社会教育課
子ども若者課

子ども若者
相談センター

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

監査委員 監査委員事務局

固定資産評価審査委員会

農業委員会 農業委員会事務局

令和８年度市役所の組織

お問い合わせ　総務課　☎ 63-3111
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お問い合わせ　健康医療対策課健康増進係　☎６３－３１１５

令和８年度に市の集団健診および医療機関での健康診査を受診する方は、助成を受けることができません。
保険税（料）に滞納があると対象となりません。(重複受診は自己負担が発生します)

健康寿命日本一をめざして　みんなで受けんかさ
人間ドックの対象健診機関を拡大します

受診する健診機関によって申請方法が異なります

❶❶指定健診機関へ予約をする

➋「ドック助成申込書」を提出する

電子申請：二次元コードから
窓口申請：健康医療対策課（本庁第1庁舎1階）

または市民センター

➌予約日に人間ドックを受診する
（助成後の自己負担額を支払う）

⃣1 右記の加入保険の二次元コードを読み取ります。
⃣2 必要事項を入力します。
⃣3 申請受理または不受理のメールが届きます。

電子申請の流れ

県内の健診機関で人間ドックを受診する方に、費用の一部助成を行っています。
助成を受けるためには、「ドック助成申込書」または「助成金支給申請書」の提出が必要です。

国民健康保険 後期高齢者医療制度

対象者 国民健康保険加入者（40～74歳） 後期高齢者医療制度加入者

助成額 検査費（税抜）のうち半額を助成（※上限 19,000円） 検査費のうち10,000円を助成

「指定健診機関」で受診する場合 県内の指定健診機関以外
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❶❶県内の健診機関へ予約をする
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➋予約日に人間ドックを受診する
（人間ドック料金は全額支払う）

※詳しくは
市ホームページを
ご確認ください。

国民健康保険加入者
電子申請

→

後期高齢者医療制度加入者
電子申請

→

指定健診機関 検査費用と
助成後自己負担額 備考

労働衛生医学協会
佐渡検診センター
☎55-3175

44,000円のうち
【国保】25,000円
【後期】34,000円

系列施設について詳しくは
（☎025-378-1201）
にお問い合わせください。

市立両津病院
☎25-8020

41,800円のうち
【国保】22,800円
【後期】31,800円

佐渡総合病院健診センター

☎63-6324

新潟縣健康管理協会
☎025-245-4455

新潟県けんこう財団
☎025-245-1111（代表）

系列施設について詳しくは

今年度の受診予約は終了しました。
再募集については健診センターに
お問い合わせください。

お問い合わせください。

後期高齢者医療制度
令和８年度の保険料率が決定しました

※１ 所得状況によって、均等割額の軽減が受けられる場合があります。

※２ 所得割額＝被保険者本人の前年中の総所得金額等から基礎控除を控除した金額×所得割率

■保険料の決まり方（年額）

保険料は、医療分・子ども分それぞれの「均等割額※1」と「所得割額※2」の合計です。

令和８年度の保険料額と納付方法は、７月中にお知らせします。

　後期高齢者医療制度の医療分の保険料率は、法律に基づき２年に一度見直しを行なっています。

　今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みである他、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改

正により、保険料率の引き上げを行います。後期高齢者医療制度の持続性を高め、被保険者の皆さまに安心し

て医療を受けていただくため、ご理解をお願いします。

　また、令和８年度から子育てを社会全体で支える仕組みである「子ども・子育て支援金制度」が開始され、

医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金（以下、「子ども分」という。）を納めていただきます。子ども

分の保険料率は、1年ごとに見直しを行います。

お問い合わせ　県後期高齢者医療広域連合業務課資格保険料係　☎０２５－２８５－３２２２

　　　　　　　市民課保険年金係　☎６３－５１１２

令和 6・7 年度の保険料率

均等割額 44,200 円

※所得が一定額以下の方は、

　 令和6年度のみ7.98％となりました。

令和 8 年度の保険料の料率・賦課限度額

年間保険料額  ＝  医療分  +  子ども分

医療分 子ども分

均等割額 49,200 円 1,354 円

所得割額 8.61% 0.26%

賦課限度額 850,000 円 21,000 円

所得割率
8.61%

（7.98%）※

固定資産課税台帳の閲覧・縦覧帳簿の縦覧を行います

日 ４月30日(木)まで

平日  午前８時30分～午後５時30分

会 税務課（本庁第1庁舎１階）

または各市民センター

課税台帳の閲覧

　納税義務者などが「固定資産課税台帳」に登録

された自己の資産の内容を確認できる制度です。

借地・借家の方も借用している物件の内容を確認

できます。

　期間中の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付は

有料です。

閲覧できる方（用意いただくもの）

○本人・同一世帯の親族（閲覧者の本人確認書類）

○法人（代表者本人が来庁する場合は本人確認書類、

　従業員が来庁する場合は代表者の委任状、閲覧者の本人確認書類）

○借地・借家人の方（賃貸借契約書など、閲覧者の本人確認書類）

○代理の方（納税義務者などの委任状、閲覧者の本人確認書類）

縦覧帳簿の縦覧

　納税者が自己の土地や家屋が適正に評価されて
いるか、ほかの物件と比較して判断できるよう、
帳簿を確認できる制度です。
 「土地価格等縦覧帳簿」には土地の所在・地番・
地目・地積・価格が、「家屋価格等縦覧帳簿」に
は建物の所在・地番・種類・構造・床面積・価格
が掲載されています。
　期間中の縦覧手数料は無料ですが、写しの交付
はできません。

縦覧できる方（用意いただくもの）

　納税者・同一世帯の方、納税管理者（縦覧者の
本人確認書類）

他 ４月中旬にお送りする納税通知書（課税明細書）
でも課税内容を確認できます。

問 税務課固定資産税係　☎６３－５１１０

12市報さど　令和8年4月号

後期高齢者医療制度
令和８年度の保険料率が決定しました

※１ 所得状況によって、均等割額の軽減が受けられる場合があります。

※２ 所得割額＝被保険者本人の前年中の総所得金額等から基礎控除を控除した金額×所得割率
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年間保険料額  ＝  医療分  +  子ども分

医療分 子ども分
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日 ４月30日(木)まで

平日  午前８時30分～午後５時30分

会 税務課（本庁第1庁舎１階）

または各市民センター

課税台帳の閲覧

　納税義務者などが「固定資産課税台帳」に登録

された自己の資産の内容を確認できる制度です。

借地・借家の方も借用している物件の内容を確認

できます。

　期間中の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付は
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対象期間

賞品抽選
応募〆切

令和８年 令和９年

4月1日水 2月12日金～
第１期　令和８年９月30日（水）
第２期　令和９年２月12日（金）

今年も

参加対象 市内にお住まいの方

　全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイル
にかかわらない形でお子さまを預かる制度です。

　対 象 者	 保育園や認定こども園に通っていない生後６か月から満３歳未満のお子さま
	 ※３歳の誕生日の前々日までご利用いただけます。
　実施施設	 金井保育園（千種丙２０２番地１）
　定　　員	 ３人
　利 用 日	 月曜日から金曜日　午前９時から午後４時まで
	 ※金井保育園が休園日の場合はご利用できません。
　利用時間	 月 10 時間まで利用可能
　利用料金	 1	時間 300	円
　申請までの流れ

（乳児等通園支援事業）

利用開始事前面談利用決定事前申請

市ホームページは
こちら↓

詳しくはホーム
ページをご覧くだ
さい。

詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
お問い合わせ　子ども若者課園児支援係　☎６３―３１２６

お問い合わせ　健康医療対策課　☎ 63-3115

○健幸ぽいんと事業について

　 令和６年度の佐渡市平均自立期間 （日常生活動作が自立している期間の平均） は、 男性

78.0 歳、 女性 83.8 歳で国 ・ 県よりも短い状況です。

　 主な原因は生活習慣病 （高血圧症、 糖尿病など） に関するものが多いため、 健幸ぽいんと

事業を通して、 自分の健康に目を向け、 健康づくりに取り組みましょう！！
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我が家は毎月どのくらいの水を使っているの

かな？

佐渡 太郎 様は口径13㎜で月に15㎥の水道、

下水道を使用しています

佐渡市〇〇123番地

佐渡 太郎

000000-000 00000-00000-00000

00A00000 13

15 15

136

8 45

口径

使用した量

上下水道使用量のお知らせ

検針票の例

例）　メーター口径13㎜で15㎥使用した

　　 佐渡太郎さんの場合

料金計算の一例をご紹介します。

水道料金表（税抜）

水　 道 （ 1,887円  +  260円×5㎥＝1,300円 ） × 1.1　＝ 3,505円

下水道 （ 1,887円  +  240円×5㎥＝1,200円 ） × 1.1　＝ 3,395円
（小数点以下の端数は切捨て）

⇒

令和8年4月分(3月使用分)まで

水道料金

口径13mm

口径20mm

口径50mm

下水道料金

基本料金

10㎥まで

 1,715円

 1,753円

11,715円

 1,715円

超過料金

1㎥につき

236円

218円

水道料金

口径13mm

口径20mm

口径50mm

下水道料金

令和8年5月分(4月使用分）から

基本料金

10㎥まで

 1,887円

 1,928円

12,887円

 1,887円

①

①

超過料金

1㎥につき

260円

240円②

②

①基本料金

令和8年5月分

（4月使用分）
から 6,900円

令和8年4月分

（3月使用分）
まで 6,269円 631円の増

水道料金　3,505円 請求金額　6,900円下水道使用料　3,395円+

－ =

=

②超過料金 消費税

4月分から

約10％の増

【お問い合わせ】上下水道課（水道）☎６７ー７２８０
　　　　　　　　　　　　（下水道）☎６７ー７８５７
　受付時間　  月～金　８:３０～１７:１５

これまでの連載はこちらから
ご覧いただけます。

令和８年

４月１日から
上下水道料金を
　  値上げしました

　5月分 (4月使用分 )から新しい料金になります。

No.12
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旧
主
要
戦
域
な
ど
の
慰
霊
巡
拝

事
業
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

実
施
地
域
／

　 

東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
北
ボ
ル
ネ
オ
、

イ
ン
ド
、
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
、
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ス
マ
ー

ク
諸
島
、
中
国
東
北
地
方
（
旧
満
州
地

区
全
域
）、
硫
黄
島
（
調
整
中
）

実
施
予
定
時
期
／

　
８
月
下
旬
～
令
和
９
年
３
月
上
旬

 

実
施
地
域
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

・

県
福
祉
保
健
総
務
課
援
護
恩
給
室

　
☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
１
８
０

野
焼
き
・
ご
み
焼
き
は
し
な
い
で

く
だ
さ
い

　
春
先
は
空
気
が
乾
燥
し
、
小
さ
な
火
で

も
燃
え
広
が
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
特
に

乾
燥
注
意
報
や
強
風
注
意
報
が
出
て
い
る

と
き
は
大
変
危
険
で
す
。

　
こ
の
時
季
は
野
焼
き
な
ど
に
よ
る
火
災

が
多
発
し
、
広
範
囲
に
わ
た
る
焼
失
、
建

物
へ
の
延
焼
、
死
傷
者
の
発
生
、
煙
な
ど

に
よ
る
周
辺
地
域
へ
の
被
害
な
ど
も
起
き

て
い
ま
す
。

　
野
焼
き
・
ご
み
焼
き
は
原
則
禁
止
で
す

の
で
、
行
わ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
火
災
予
防
条
例
が
一
部
改
正
さ

れ
、
林
野
火
災
の
予
防
上
危
険
な
気
象
状

況
と
な
っ
た
場
合
、「
林
野
火
災
注
意
報
」、

「
林
野
火
災
警
報
」
が
発
令
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
発
令
中
は
、
山
林
な
ど

で
火
入
れ
や
喫
煙
を
し
な
い
な
ど
、
火
の

使
用
が
制
限
さ
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

消
防
本
部
予
防
課
予
防
係

　
☎
51
―
０
１
２
３

ハ
ロ
ー
ぶ
っ
く
号
が
本
を
お
届

け
し
ま
す

　
移
動
図
書
館
車
「
ハ
ロ
ー
ぶ
っ
く
号
」

は
、
小
説
や
絵
本
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

の
本
約
１
６
０
０
冊
を
乗
せ
て
、
毎
月
１

回
市
内
４
方
向
に
運
行
し
て
い
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
第
１
水
曜
日
／
海
府
方
面

（
※
４
月
は
第
３
水
曜
日
、

　
　
５
月
・
１
月
は
第
２
水
曜
日
）

・
第
２
火
曜
日
／
高
千
方
面

（
※
８
月
・
10
月
は
第
１
火
曜
日
、

　
　
１
月
は
第
3
火
曜
日
）

・
第
３
木
曜
日
／
前
浜
方
面

・
第
４
水
曜
日
／
南
佐
渡
方
面

（
※
９
月
は
第
５
水
曜
日
、

　
　
３
月
は
第
３
水
曜
日
）

海
府
・
前
浜
方
面
　

　
両
津
図
書
館
　
☎
27
―
４
１
８
２

　
高
千
・
南
佐
渡
方
面
　

　
中
央
図
書
館
　
☎
63
―
２
８
０
０

有

料

広

告

ニット類の虫食い 穴補修
作業ズボン丈つめ

ファスナー交換 1,500円～
見積無料！
☎66-3689

株式会社新洋舎
佐渡市畑野甲403

300円

１ヵ所
500円

衣類の補修承ります！
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建
築
や
看
板
を
工
事
す
る
前
に

必
要
な
手
続
き
が
あ
り
ま
す

　
良
好
な
景
観
形
成
や
災
害
防
止
に
つ
い

て
、
色
合
い
や
規
模
な
ど
の
ル
ー
ル
が
あ

り
ま
す
。

〇
景
観
の
届
出
…
着
手
の
30
日
前

〇
屋
外
広
告
物
の
申
請
…
計
画
時
早
め
に

〇
対
象
…
市
内
全
域

※ 

住
宅
や
塀
、
案
内
板
、
の
ぼ
り
旗
も
対

象
で
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

建
築
住
宅
課

　
住
宅
・
都
市
計
画
係
　

　
☎
67
―
７
４
０
３

令
和
８
年
度
帯
状
疱
疹
予
防

接
種
の
お
知
ら
せ

　
市
で
は
、
帯
状
疱
疹
の
発
症
お
よ
び
重

症
化
予
防
の
た
め
、
費
用
の
一
部
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
対
象
に
な
る
方
に
は
５
月
頃
に
ご
案
内

と
接
種
券
を
お
届
け
し
ま
す
。
効
果
や
副

反
応
の
リ
ス
ク
を
確
認
の
上
、
か
か
り
つ

け
医
に
相
談
す
る
な
ど
し
て
、
接
種
す
る

か
ど
う
か
を
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

 

市
に
住
所
を
有
す
る
方
で
令
和
８
年
度

に
65
・
70
・
75
・
80
・
85
・
90
・
95
・

１
０
０
歳
に
な
る
方

※ 

過
去
に
帯
状
疱
疹
予
防
接
種
の
費
用
の

一
部
助
成
を
受
け
た
方
は
、
定
期
接
種

の
対
象
外
で
す
。

ワ
ク
チ
ン
の
種
類
・
接
種
回
数

・
生
ワ
ク
チ
ン
（
１
回
）

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
　

　（
２
か
月
の
間
隔
を
空
け
て
２
回
）

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

健
康
医
療
対
策
課

　
医
療
対
策
係
　

　
☎
63
―
３
１
１
５

有

料

広

告

扶養内勤務可★

チラシ印押し、入出庫業務、商品陳列 等

公営住宅などの入居者を募集します
　　入居には、一定の条件（収入基準など）があります。詳しくはお問い合わせください。

地区 住宅名称 構造 建設
年度

募集
戸数

募集
階 間取り 家　賃 種別

両津 原黒住宅 木造２階
共同建 H11 １戸 - 3DK 21,200 ～ 41,700 円 公営

相川 栄町住宅 RC 造３階
集合住宅

H3 ～
H8 ２戸 １ 階 2DK 17,600 ～ 36,100 円 公営

赤泊 真浦団地 木造平屋
戸建 H9 １戸 - 1LDK 17,000 円（定額） 特定公共

賃貸住宅

４月 30 日㈭　午後５時まで　　　　　入居予定　６月上旬頃
 建築住宅課（本庁第２庁舎３階）または各市民センター
 建築住宅課住宅・都市計画係　☎６７－７４０３　詳しくは市ホームページをご覧ください→
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ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
を
支
援
す
る
制
度
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す

　
次
に
該
当
す
る
児
童
の
養
育
者
で
、
市

内
に
住
所
が
あ
り
、
所
得
額
な
ど
の
一
定

の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
方
は
、
申
請
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
支
援
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
母
が
未
婚
で
出
生
し
た
児
童
　
な
ど

児
童
扶
養
手
当

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と

自
立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。

　
支
給
は
、
５
月
、
７
月
、
９
月
、
11
月
、

１
月
、
３
月
の
年
６
回
で
す
。

※�

支
給
額
は
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
の
適
用

に
よ
り
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
変

更
さ
れ
て
い
ま
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
対
し
、
医
療
費

の
本
人
負
担
分
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

 

健
康
保
険
の
加
入
者
で
、
児
童
を
養
育

す
る
父
、
母
ま
た
は
養
育
者
お
よ
び
そ

の
児
童

〇
現
在
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
へ

　 

　
婚
姻
、
年
金
受
給
、
同
居
家
族
の
変

更
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　 
　
婚
姻
な
ど
に
よ
り
、
受
給
資
格
の
喪

失
や
変
更
が
あ
る
場
合
、
手
続
き
が
必

要
で
す
。

 

詳
し
く
は
、
子
ど
も
若
者
課
（
本
庁
第

１
庁
舎
１
階
）
ま
た
は
、
各
市
民
セ
ン

タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
若
者
課
子
育
て
支
援
係

　
☎
63
―
３
１
２
６

佐
渡
市
奨
学
金
を
希
望
す
る
方
へ

応
募
資
格
の
お
知
ら
せ

　
佐
渡
市
奨
学
金
は
、
国
や
県
の
奨
学
金

を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
の
補
完
的
な

制
度
で
す
。

〇
応
募
資
格

・
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

・ 

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
で

あ
る
方

・ 

日
本
学
生
支
援
機
構
第
二
種
奨
学
金

（
高
校
等
の
場
合
は
、
都
道
府
県
の
貸

与
奨
学
金
）
を
申
請
し
、
選
考
結
果
が

不
採
用
と
な
っ
た
方

令
和
９
年
度
の
奨
学
金
を
希
望
す
る
方

　
ま
ず
は
、
次
の
奨
学
金
を
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

〇
大
学
・
専
門
学
校
等

　
日
本
学
生
支
援
機
構
第
二
種
奨
学
金

〇
高
校
等

　
都
道
府
県
の
貸
与
奨
学
金

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

学
校
教
育
課
教
育
支
援
係

　
☎
58
―
７
３
５
１

有

料

広

告

児童扶養手当の支給額（月額）

人数
支給区分

全部支給 一部支給

１人 48,050 円 48,040
～ 11,340 円

２人 59,400 円 59,380
～ 17,020 円

３人 70,750 円 70,720
～ 22,700 円

【参考】募集スケジュール
　　　 （予約採用の場合）

大学専門学校等
日本学生支援

機構奨学金

令和８年
４～７月頃

高校等
新潟県奨学金

令和８年
11 月頃

佐渡市奨学金
令和９年

１～２月頃

18市報さど　令和8年4月号

市
内
に
住
所
を
有
す
る
70
歳

以
上
の
方
へ
交
通
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す

バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
共
通
利
用
券
交
付

　
１
万
円
分
（
２
５
０
円
×
40
枚
）
を
交

付
し
ま
す
。

 

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
運
転
免
許

証
の
有
効
期
限
内
に
自
主
返
納
し
た
方

※ 

１
回
限
り
で
す
。
す
で
に
交
付
さ
れ
た

方
は
対
象
外
で
す
。

※ 

運
転
免
許
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
、
失

効
し
た
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

必
要
書
類

①
運
転
免
許
証
返
納
支
援
事
業
申
請
書

②
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消
通
知
書

※ 

②
は
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
吉
岡

３
８
９
番
地
１
）
で
運
転
免
許
証
を
自

主
返
納
す
る
と
発
行
さ
れ
ま
す
。

路
線
バ
ス
運
賃
割
引
サ
ー
ビ
ス

　
路
線
バ
ス
を
１
回
に
つ
き
２
５
０
円
で

乗
車
で
き
ま
す
。

必
要
書
類

①
路
線
バ
ス
割
引
サ
ー
ビ
ス
申
請
書

②
顔
写
真

　（
縦
４･

５
セ
ン
チ
、横
３･

５
セ
ン
チ
）

 

交
通
政
策
課
（
本
庁
第
１
庁
舎
２
階
）、

総
合
案
内
（
本
庁
第
１
庁
舎
１
階
）、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か
へ
、
必

要
書
類
を
揃
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
申
込
先
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
。

※
代
理
人
に
よ
る
申
請
も
可
能
で
す
。

交
通
政
策
課
交
通
対
策
係

　
☎
63
―
３
１
８
４

「
介
護
予
防
把
握
事
業
」
で

高
齢
者
宅
を
訪
問
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
、
委
託
事
業
者
が
、
65
歳
以
上

の
高
齢
者
の
お
宅
を
訪
問
し
、
生
活
の
様

子
や
心
身
の
状
態
な
ど
を
お
う
か
が
い
し

て
い
ま
す
。

　
必
要
な
方
に
は
介
護
予
防
教
室
や
福
祉

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
本
事
業
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

可
能
な
範
囲
で
お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

〇
訪
問
す
る
事
業
者

　 

両
津
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
い
わ
ゆ

り
・
か
ん
ぞ
う
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
高
千
の
里
、
各
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
お
よ
び
各
ブ
ラ
ン
チ
（
相
川
・

新
穂
・
真
野
・
小
木
・
赤
泊
）

健
康
医
療
対
策
課
健
康
増
進
係

　
☎
63
―
３
１
１
５

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す

　
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
の
社
会
参
加

促
進
と
経
済
的
負
担
軽
減
の
た
め
、
年
間

１
人
１
冊
の
タ
ク
シ
ー
券
（
５
０
０
円
割

引
券
36
枚
綴
）
を
交
付
し
ま
す
。

 

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
ま
た
は

３
級
（
下
肢
・
体
幹
）
に
該
当
す
る
方

療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
１
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方

 

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
社
会

福
祉
課
（
本
庁
第
１
庁
舎
１
階
）
ま
た

は
各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
は
提
出
先
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
。

※ 

高
齢
福
祉
課
で
行
っ
て
い
る
外
出
支
援

サ
ー
ビ
ス
と
は
併
用
で
ま
せ
ん
。

 

タ
ク
シ
ー
券
は
市
内
な
ど
で
利
用
で
き

ま
す
。
県
内
の
利
用
可
能
な
タ
ク
シ
ー

会
社
に
つ
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
券
お
よ

び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
☎
63
―
５
１
１
３

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座「
入
門
編
」

受
講
生
募
集

　
地
域
の
聴
覚
障
が
い
者
と
手
話
で
日
常

会
話
が
で
き
る
こ
と
を
目
標
に
、
聴
覚
障

が
い
者
の
大
切
な
言
語
で
あ
る
手
話
を
、

一
緒
に
学
習
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

募
集
期
間
／
４
月
30
日
㈭
ま
で

５
月
16
日
㈯
～
11
月
21
日
㈯

　（
全
14
回
）

 

高
校
生
以
上
の
手
話
を
学
ん
だ
こ
と
が

な
い
方

15
人
（
先
着
順
）

 

受
講
料
は
無
料
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト
代

が
必
要
で
す
。（
５
千
円
程
度
）

申
請
手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い

　
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

　
だ
さ
い
。

 

社
会
福
祉
課
総
合
福
祉
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
相
談
支
援
係

　
☎
63
―
３
１
２
７

土
地
家
屋
調
査
士
無
料
相
談

（
建
物
の
登
記
は
お
す
み
で
す
か
？
）

５
月
13
日
㈬
　
午
後
２
時
～
４
時

金
井
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

 

相
談
は
予
約
制
。
予
約
受
付
時
間
は
、

平
日
午
前
９
時
～
午
後
４
時
。

※
空
き
が
あ
れ
ば
当
日
受
付
も
し
ま
す
。

・

土
地
家
屋
調
査
士
会
佐
渡
支
部
　

　
☎
55
―
３
１
１
７
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。
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と
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す
。

路
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バ
ス
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引
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路
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で
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で
き
ま
す
。
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舎
１
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）、

各
市
民
セ
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タ
ー
の
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ず
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か
へ
、
必

要
書
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を
揃
え
て
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し
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く
だ
さ
い
。

申
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書
は
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先
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
。
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代
理
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に
よ
る
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も
可
能
で
す
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交
通
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課
交
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対
策
係
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把
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」
で

高
齢
者
宅
を
訪
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て
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ま
す

　
市
で
は
、
委
託
事
業
者
が
、
65
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以
上

の
高
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者
の
お
宅
を
訪
問
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、
生
活
の
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や
心
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の
状
態
な
ど
を
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か
が
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し
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ま
す
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必
要
な
方
に
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予
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室
や
福
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ど
を
ご
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ま
す
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本
事
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の
趣
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を
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理
解
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た
だ
き
、

可
能
な
範
囲
で
お
話
を
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聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

〇
訪
問
す
る
事
業
者

　 

両
津
在
宅
介
護
支
援
セ
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ー
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わ
ゆ

り
・
か
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、
在
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―
３
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１
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福
祉
タ
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る
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の
社
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１
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１
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の
タ
ク
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券
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券
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す
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に
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福
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付
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に
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を
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１
階
）
ま
た

は
各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
は
提
出
先
に
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は
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で
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。
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タ
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さ
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会
福
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福
祉
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１
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の
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と
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で
日
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、
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）

 

高
校
生
以
上
の
手
話
を
学
ん
だ
こ
と
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）
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無
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で
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が
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、
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か
、
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。
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63
―
３
１
２
７
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地
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屋
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（
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の
登
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？
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５
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談
は
予
約
制
。
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付
時
間
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平
日
午
前
９
時
～
午
後
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時
。

※
空
き
が
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ば
当
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付
も
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渡
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☎
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―
３
１
１
７
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ア
ー
ス
・
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
２
０
２
６

ハ
ー
バ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
に
島
内

小
中
高
生
先
着
50
名
様
ご
招
待

　
佐
渡
の
夏
を
彩
る
野
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危険な空家の解体を支援します
　市では、倒壊などのおそれのある危険な空家の解体・撤去の費用に対する支援制度を設けています。
対�象�者 市税を滞納していない危険な空家の所有者または相続人など
対象建物 次の 1 ～ 4 に該当する建物
 １　市内に存在する特定空家または不良住宅と認められた空家
 ２　解体の跡地に建替えを目的としていないこと
 ３　公共事業などによる移転、建替えの補償対象ではないこと
 ４　補助を受ける目的で故意に破損などをさせたものでないこと
対象工事 市内の解体事業者に依頼して、対象建物を敷地内からすべて撤去・処分する工事で、令和９年 
 ２月末までに完了するもの
補�助�率 木造建築物　　２分の１以内（補助上限８０万円）
� 非木造建築物　５分の４以内（補助上限４００万円）
 ※補助金の額が 15 万円未満の場合は交付しません。
 ※補助対象の案件が多数の場合は、危険度が高い建物を優先することがあります。
そ�の�他 事前に補助対象の可否について、建物の判定を行いますので、お問い合わせください。
相談受付期間　５月 29 日（金）まで
お問い合わせ　生活環境課環境対策係　☎６３―３１１３

浄化槽補助金制度をご利用ください
　合併処理浄化槽の設置費用などの補助を行っています。ご自身とご近所の生活環境のため、また佐渡の
きれいな川と海を守るために、ぜひご検討ください。
対���象���地���域 下水道などが整備される予定のない区域
補�助�対�象�者 ・住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り槽を合併処理浄化槽に切り替え設置する方
 ・住宅に新たに合併処理浄化槽を設置する方
 ・地域の集会場などで新たに合併処理浄化槽を設置する方
補助金予定額 次の基準額を上限に補助します。
○宅内配管工事費（単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から切り替えする場合）　　30万円
○浄化槽設置費用　　　　　　　　　　　〇既設浄化槽撤去などの費用
� ５人槽� 39 万円� 単独処理浄化槽の撤去　　12万円
� ６～７人槽� 47 万４千円� くみ取り便槽の撤去　　9万円
� ８～ 10 人槽� 66 万円� 単独処理浄化槽の雨水貯留槽などへの再利用　　９万円
 ※各種要件がありますので、浄化槽設置をご検討の方は必ず事前にご相談ください。

浄化槽の管理は万全ですか？
　浄化槽は、微生物の働きなどで汚水を浄化します。その能力を充分に発揮するには、定期的なメンテ
ナンスが欠かせません。
　浄化槽法では４カ月に１回以上の保守点検、年１回以上の清掃・くみ取り、年１回の法定水質検査
（第 11条検査）が義務付けられています。毎年欠かさずに検査を受けてください。
※管理者が変更になった際や浄化槽を１年以上使用する予定がない場合は届出をお願いします。

お問い合わせ　上下水道課下水道維持管理係　☎６７―７８５３
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5月の相談日

● 5月各種相談
【新潟県弁護士会リーガルサービスセンター佐渡相談所】

8 ㈮
10:00 ～ 12:30

あいぽーと佐渡
前日までに要予約 新潟県弁護士会

☎ 025-222-553322 ㈮ 佐渡中央会館

【土地家屋調査士無料相談】

25 ㈪
～ 29 ㈮ 13:00 ～ 17:00 各土地家屋調査士事務所

土地の測量、分筆、地積更正、地目
変更、建物の新築・増築、取り壊し
など、土地・建物の表題登記や境界
に関するご相談。
要予約（受付：平日 9:00 ～ 16:00）

土地家屋調査士会
佐渡支部
☎ 55-3117

【司法書士無料法律相談】

25 ㈪
～ 29 ㈮ 13:00 ～ 17:00 各司法書士事務所

一般的な法律知識の提供や、問題解
決のための法的なアドバイスなど。
（要予約）

司法書士会
佐渡支部
☎ 57-2801

● 5月行政相談

日 時間 会場

8 ㈮ 9:00 ～ 12:00 新穂市民センター

11 ㈪ 9:00 ～ 12:00 小木市民センター

12 ㈫ 9:30 ～ 12:00 佐渡中央会館

12 ㈫ 13:30 ～ 15:30 畑野市民センター

13 ㈬ 10:00 ～ 12:00 羽茂農村環境改善センター

20 ㈬ 9:30 ～ 11:30 あいかわ開発総合センター

20 ㈬ 13:30 ～ 15:30 真野市民センター

20 ㈬ 13:30 ～ 15:30 赤泊福祉保健センターやすらぎ

27 ㈬ 13:00 ～ 15:00 金井コミュニティセンター

※両津地区の5月開催はありません。

● 5月健康相談
受付時間：9：00～11：30、13：00～14：30（すべての会場で同じ）

日 会場 お問い合わせ

27 ㈬ 両津市民センター
両津市民センター
市民生活係
☎ 27-2111

11 ㈪ 相川市民センター
相川市民センター
市民生活係
☎ 74-3111

20 ㈬ トキのむら元気館

健康医療対策課保健係
☎ 63-3115

12 ㈫ 金井コミュニティセンター

15 ㈮ 佐和田保健センター

19 ㈫ 畑野農村環境改善センター

22 ㈮ 真野ふるさと会館

12 ㈫ 羽茂市民センター
羽茂市民センター
市民生活係
☎ 88-3111

15 ㈮ 小木市民センター

22 ㈮ 赤泊市民センター

納期のお知らせ
【市税など】（口座振替日は納期限と同日です。）
○ 4月分 ○ 5月分 ○上下水道料金の口座振替日
納期限 4月 30 日㈭ 納期限　6月 1日㈪ 4月分 再振替日　5月 11 日㈪
再振替日 5月 12 日㈫ 5月分 振替日　　5月 25 日㈪
固定資産税（1期） 軽自動車税（全期）
介護保険料（1期）

※４月から各支所・行政サービスセンターは市民センターに名称を変更しました。
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地区名 住 所 名 氏　　　名 保護者 たんじょう

佐和田 河原田諏訪町 渡　邉　瑠　真 （りゅうしん） 直樹 1 . 2 6
〃 中原 中　村　茉　優（まゆ） 圭祐 1 . 2 8
〃 市野沢 大　野　朔　玖（さく） 慎平 2 . 3
〃 河原田諏訪町 福　島　菜　心（なみ） 隆太 2 . 9

地区名 住 所 名 氏 名 年齢 ご命日

両津 豊岡 石　塚　チ　ヱ 9 5 1 . 3 1
〃 河崎 池　　　美　樹 7 5 2 . 1
〃 両津大川 南　子　晴　惠 8 5 2 . 3
〃 秋津 勝　原　文　夫 8 7 2 . 4
〃 梅津 中　川　輝　雄 8 1 2 . 4
〃 和木 石　塚　篤　志 6 4  2 . 6
〃 両津夷新 金　子　栄　治 8 5 2 . 7
〃 平松 半　田　裕　子 7 4 2 . 9
〃 浦川 佐　藤　タミ子 7 6 2 . 1 0
〃 北五十里 名　和　良　子 9 4  2 . 1 2
〃 両津夷 渡　邉　峰　子 8 8 2 . 1 2
〃 両津夷 岩　見　康　迪 8 4  2 . 1 7
〃 両津湊 山　田　と志子 8 4 2 . 1 7
〃 両津湊 鈴　木　春　男 8 9 2 . 2 2
〃 両津夷 髙　本　雅　介 7 9 2 . 2 2
〃 春日 世　田　一　樹 7 7 2 . 2 3
〃 椿 長　田　チ　エ 1 0 0 2 . 2 4
〃 梅津 高　橋　勇　生 3 7 2 . 2 5
〃 春日 市　橋　紀　子 6 5  2 . 2 8

相川 関 相　馬　千　春 9 9  2 . 4
〃 戸中 白　川　英　雄 8 8 2 . 4
〃 相川羽田町 近　藤　壽　夫 7 7 2 . 6
〃 高千 三　浦　ハルイ 1 0 0 2 . 6
〃 相川鹿伏 佐　藤　笑　子 9 9 2 . 8
〃 相川下戸炭屋町 宇　田　道　幸 8 7 2 . 8
〃 北田野浦 中　川　千壽惠 9 1 2 . 9
〃 相川大浦 中　川　小枝子 9 1 2 . 1 8
〃 相川大浦 秋　野　敏　枝 9 2 2 . 2 1
〃 達者 三　浦　ミ　チ 9 5 2 . 2 4

佐和田 中原 小　池　一　壽 7 7  2 . 9
〃 上矢馳 佐々木　正　已 9 7 2 . 1 3
〃 沢根町 坂　牛　輝　夫 8 1 2 . 2 0

佐和田 市野沢 本　間　陽　也（はるや）祐也 2 . 2 3
金井 貝塚 佐　藤　　　暖（だん） 大樹 2 . 4
畑野 畑野 浅　井　実　燈（みつひ）鈴美 1 . 3 0
小木 田野浦 本　間　ふたば（ふたば）優 2 . 1 6

佐和田 中原 近　藤　房　枝 8 0 2 . 2 5
金井 貝塚 金　子　智惠子 8 4 2 . 1

〃 中興 小　田　美津代 6 9  2 . 7
〃 泉 北　見　文　明 7 6 2 . 1 2
〃 千種 加　藤　千代美 8 7 2 . 1 5
〃 金井新保 水　上　典　子 6 5  2 . 2 4
〃 水渡田 岩　崎　梅　子 8 7 2 . 2 5
〃 平清水 川　上　昭　夫 9 2  2 . 2 5

新穂 新穂北方 柳　島　　　昇 7 4 2 . 4
〃 上新穂 土　屋　冴　子 8 7 2 . 2 3

畑野 宮川 渡　部　道　子 7 4 2 . 9
〃 栗野江 佐　藤　三　四 9 9  2 . 2 1
〃 栗野江 宮　島　武　雄 9 6 2 . 2 1
〃 畑野 安　藤　礼　子 8 8 2 . 2 3

真野 大小 須　田　ミサ子 9 0 2 . 6
〃 吉岡 上　 野　　　 守 6 5 2 . 7
〃 竹田 内　田　治一郎 8 9 2 . 1 0
〃 真野 松　井　 一朗 8 9 2 . 1 2
〃 豊田 冨　 山　 盛　 隆 8 7 2 . 1 8
〃 国分寺 若　 林　 一　 三 8 7 2 . 2 0
〃 大倉谷 佐々木　悌　一 9 7 2 . 2 6

小木 小木町 伊　藤　ミ　サ 1 0 1 1 . 3 1
〃 小木町 山　本　清　惠 9 6 2 . 5
〃 江積 渡　邊　雅　子 5 2 2 . 1 4
〃 小比叡 髙　野　朝　子 7 1 2 . 1 7

羽茂 羽茂滝平 外　山　正　則 7 1 2 . 1 1
〃 羽茂大橋 白　石　千鶴子 7 8 2 . 2 0
〃 羽茂飯岡 髙　橋　　　實 8 7 2 . 2 2

赤泊 赤泊 小　山　毬　子 9 2 2 . 5
〃 杉野浦 金　子　太 雄 8 6 2 . 5
〃 下川茂 岩　間　正　治 7 7  2 . 9
〃 徳和 菊　池　　　榮 9 9 2 . 1 8
〃 下川茂 水　澤　安　子 9 2 2 . 2 1

○人口と世帯数　2 月 28 日現在　かっこ内の数値は前月からの増減
佐渡市　男 22,736 人（-52 人）女 23,803 人（-65 人）合計 46,539 人（-117人）世帯数 22,184 世帯（-41 世帯）　（単位：人・世帯）

地区名 男 女 合　計 世帯数
両 津 4,950 ( -21) 5,343 ( -16) 10,293 ( -37) 4,984 ( -12)
相 川 2,443 ( -11) 2,491 ( -13) 4,934 ( -24) 2,595 (   -8)
佐和田 3,856 (   -3) 3,928 (    0) 7,784 (   -3) 3,937 (   -3)
金 井 2,834 (   -2) 2,940 ( -11) 5,774 ( -13) 2,742 (   -4)
新 穂 1,512 (   -4) 1,576 (   -3) 3,088 (   -7) 1,499 (   -5)

う　ぶ　ご　え

地区名 男 女 合　計 世帯数
畑 野 1,799 (    4) 1,885 (   -8) 3,684 (   -4) 1,712 (   -3)
真 野 1,936 (   -7) 2,085 (   -3) 4,021 ( -10) 1,773 (   -4)
小 木 1,122 (   -2) 1,159 (   -5) 2,281 (   -7) 1,027 (   -1)
羽 茂 1,321 (   -5) 1,432 (   -1) 2,753 (   -6) 1,128 (   -2)
赤 泊 963 (   -1) 964 (   -5) 1,927 (   -6) 787 (    1)

お　く　や　み

戸籍の窓 2.1 ～ 2.28届出
※承諾いただいた方のみ掲載しています。

問 市民課戸籍係　☎６３－５１１２

23 市報さど　令和8年4月号



地区名 住 所 名 氏　　　名 保護者 たんじょう
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地区名 住 所 名 氏 名 年齢 ご命日
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今すぐ友だち登録！

基本情報･欲しい情報を設定してみましょう！

自分が欲しい情報だけ受け取れるように設定できます。

① 「受信設定」をタップ

② 「基本情報・欲しい情報設定」

の「設定する」をタップ

③ 配信を希望する情報

or「すべての情報を希望」を選択☑

ごみ収集日のお知らせを設定してみましょう！

ごみ収集日の前日19時に明日のごみをお知らせします。

① 「ごみ」をタップ

② 「ごみ収集日のお知らせ通知設定」をタップ

③ お住まいのごみ収集地区を選択☑
※お住まいのごみ収集地区が分からない時は、

　 「地区確認」から確認いただけます。

■お問い合わせ　デジタル広報課広報広聴係　☎６３―５１３９

➚新生活をスタートする皆さまへ

佐渡市公式 LINE

受信設定＆ごみ収集日 の

お知らせ設定はお済ですか？

SNSで情報発信中

LINE Instagram Facebook

〒952-1292　佐渡市千種232番地
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